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 標記の件につきまして、「学納金等のお知らせ」をお送りいたします。期日までの納入をよろし

くお願いいたします。 

なお、期日までに学納金の納入が困難な場合は、必ず事前に経理課へご連絡の上、本学所

定の様式「学納金延納願」を提出してください。2025年 11月 28日（必着）となります。 

また、学納金の納入が難しい場合には、早めに高等教育の修学支援新制度や日本学生支援

機構等の各種奨学制度の利用を検討してください。 

なお、延納期限を経過しますと、本学学則第 19 条（短大学則 第 20 条）の規定により除籍

となります。学納金未納期間の修得単位は認定されませんのでご注意ください。 

＜学納金延納願＞相談窓口：経理課   

＜奨   学   金＞相談窓口：学生支援課 

 電話番号 089-931-6211（代表）  窓口取扱時間：月～金 9：00～17：00 

 

経済的支援の一環として次のような諸制度がございます。 

１． 日本学生支援機構奨学金 

① 給付奨学金・貸与奨学金：学生本人の申請となりますので、10月 17 日までに学生本

人が学生支援課にご相談ください。 

② 家計急変：ご父母等の生計維持者の失職、破産、事故、病気、死亡等もしくは震災、火

災、風水害等で家計が急変した場合は、年間を通して随時申込できますので学生支援

課にご相談ください。（原則として、事由が生じて３ヶ月以内の申込が必要です。） 

 

２．日本政策金融公庫の教育ローン 

ご利用いただける融資基準につきましては、下記ホームページをご覧下さい。詳細につき

ましては、コールセンターやお近くの日本政策金融公庫または金融機関にご相談ください。 

※教育ローンコールセンター：℡0570-008656   http://www.jfc.go.jp 

 

３．国の支援制度をあわせてご利用ください。詳しい内容につきましては、文部科学省のホー

ムページをご確認の上、官公庁にお問い合わせください。（以下の QR コードからも確認で

きます。） 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coro

navirus/benefit/index.html 


